
 

札幌市都市公園維持管理業務仕様書（その２） 

茨戸川緑地等 

 

 

１ 目的 

札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第８条第２項の１

及び札幌市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱第８第２項

の１規定のとおり、業務の具体的内容等、管理業務の詳細を定める。 

２ 内容 

   次ページ以降、指定管理者が提出した管理業務の計画書（以下、「計画書」とい

う。）を以って、札幌市都市公園維持管理業務仕様書（その２）（以下、「仕様書

（その２）」という。）とする。  

３ 留意事項 

 (1) 計画書本文における「～します。」及び「～に努めます。」等、計画としての

内容については、「～する。」及び「～に努める。」等と読み替えるものとする。 

(2) 業務仕様書（その２）に記載のあるもので、「札幌市都市公園指定管理者業務

仕様書」及び「各都市公園維持管理業務特記仕様書」の内容と異なる業務を行

う場合は、軽微なものを除き事前に札幌市と協議の上実施すること。 

 (3) なお、計画書において、実施不可能な提案及びその他仕様書（その２）とし

て、不適当と思われる記載内容は削除している。 
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再生紙を使用しています。
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様式３

管 理 業 務 の 計 画 書

法人・ 団体名 茨戸川緑地・ あいの里パートナーズ

１ 総括的事項に関する取組

（ １） 管理運営業務の基本方針、事業目標

茨戸川緑地・ あいの里公園の特徴

あいの里公園は、学園都市あいの里の北東

に位置した地区公園です。

公園の広さは約９ｈ ａ 、 中心部に広さ約

５．３ｈａ のトンネウス沼（ 旧拓北川） があ

り春から秋にかけ多く の野鳥が飛来し、愛好

家の目を楽しませてく れています。また、こ

の沼には多種多様な昆虫、植物、魚類が生息

していて、ＮＰＯ法人カラカネイトトンボを

守る会による、トンボの学校の昆虫採取の場

ともなっています。公園は造成後３９年近く

たっており、当時植えられた樹木は高さ１０

ｍ～１５ｍ前後に成長し、濃い緑を保ってい

ます。

有料施設としての野球場、テニスコートで

はプレーに汗を流し楽しむ人、朝夕沼の外周

をジョギングする人、散歩を楽しむ人の姿が

多く 見られます。この地区にとって、あいの

里公園は日常生活や自然環境を生かした活動

の場として皆様に愛されています。又、この

公園は札幌市の広域避難場所として指定され

ています。

トンネウス沼

あいの里公園
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茨戸川緑地は、石狩川の三日月湖として残

る茨戸川の内側に造成された緑地で、あいの

里公園とは国道３３７号線を挟んでほぼ対峙

しています。この茨戸川緑地は２３年前の１

９９９年から造成が始まり２００６年から 1

期目の指定管理者による管理運営が始まりま

した。この緑地の特徴の一つに環境に配慮し

たソーラー発電が上げられます、約４．２ｈ

ａ の広さをもつ４コース３６ホールのパーク

ゴルフ場、駐車場の照明灯、灌水用のポンプ

の電力の一部はソーラー発電によるものです。２０１０年からは、体験型遊具が設置された集い

の広場が加わり、約１４ｈａ の広さが供用されました。2025 年度で全ての施設が完成され、茨

戸川緑地は約４１．８ｈａ の使用区域となります。敷地の施設として、ソーラーパネルを装備し

た管理運営の中枢となる管理事務所、観察池を中心とした観察広場、ビオトープ造りの観察水路、

伐採木・ 剪定枝を再利用するためのみどりのリサイクル施設、茨戸川を望む事の出来る展望山等

が整備されています。又、各企業団体等が毎年実施してきた森づく り、記念植樹のエリアが広さ

約９．４ｈａ （ 豊富な樹種、樹高０．５ｍ～４ｍ程度） あり自然環境の豊かな場所です。四季を

通して茨戸川には渡り鳥が飛来し愛鳥家の目

を楽しませ、春から秋にかけてはこの緑地で

も多く の野鳥の姿を見ることができます。茨

戸川緑地の近く にあるトンボの学校には、カ

ワセミの営巣場所があり、福移湿原では準絶

滅危惧種のカラカネイトトンボを見ることも

できます。又、石狩川と当別川の合流点では

石狩川下流当別地区自然再生事業が進められ

ていて、湿原や森林が保護されたく さんの野

鳥や昆虫が生息しています。

茨戸川緑地管理棟

茨戸川緑地
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基 本 的 方 向 性

あいの里公園と茨戸川緑地の特徴を活かした基本的方向性を以下に示します。

あいの里公園

１． 市民の憩いの場としての公園

２． スポーツの場としての公園

３． 自然観察、体験の場としての公園

４． 広域避難場所としての公園

茨戸川緑地

１． 市民の憩いの場としての緑地

２． パークゴルフ場としての緑地

３． 自然観察、体験の場としての緑地

４． エコパークとしての緑地

５． 自然観察に関する情報発信基地としての緑地

６． 一時避難所としての緑地

基 本 方 針

私たちは、指定管理者としての実績を踏まえて、あいの里公園・ 茨戸川緑地の管理運営に携わ

ってきました。今後も、その特徴と機能を十分活かせるよう、管理運営するために次の６項目を

基本方針とします。

１． 特徴を十分理解し地域との連携をはかります。

２． 誰でもが安全で安心して利用できるようにします。

３． 利用されるすべての人々 は平等です。

４． エコ活動を推進し経費縮減に努めます。

５． 市民への情報提供を速やかに発信します。

６． 次世代につながる管理運営をします。
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基本方針１． 特徴を十分理解し地域との連携をはかります。

公園・ 緑地の特徴を維持するためには、地域・ 社会との連携は不可欠です。維

持管理業務、催し物、自主事業等において、地域との協力関係を築き管理運営に

あたります。

基本方針２． 誰でもが安全で安心して利用できるようにします。

利用してく れる人々 がケガをしないよう、不安を感じないよう施設の整備、見

回りに気を配り、不備を発見したときは直ぐに改善し、楽しく 安全に利用出来る

ようにします。

基本方針３． 利用されるすべての人々 は平等です。

訪れる人々 にとって言葉が通じない、身体に障害があるから、特定の団体だか

ら、などと差別されることなく 、誰でもが公平な権利の元で利用ができる施設に

します。

基本方針４． エコ活動を推進し経費縮減に努めます。

経費縮減を図る為に、施設全体で何が出来るか洗い出し、過度な縮減で利用者

に迷惑がかからないよう、出来る事から計画的に実施します。

基本方針５． 市民への情報提供を速やかに発信します。

サービス向上の為、利用者や住民の声を把握し管理事務所を基地として、「 公

園・ 緑地の近況、苦情」 等を掲示板、インターネット、広報等を通じて皆様に届

けることで透明な管理運営をします。

基本方針６． 次世代につながる管理運営をします。

公園・ 緑地にはたく さんの樹木が植えられています。樹木を育むことは、そこ

で生きる多く の動植物が生息・ 生育できるということです。私たちが管理してい

る期間はかれらの一生から見ればごく わずかな時間でしかありません。しかし、

このわずかな期間を曖昧で不適切な管理を行うことで、動植物の一生は終焉して

しまいます。私たちは、これらを大切に扱い育てることで公園・ 緑地を成長させ、

次の世代につなげていける維持管理をします。
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事 業 目 標

あいの里公園・ 茨戸川緑地の基本方針に則り、次に掲げる事業目標を実行してまいります。

事業目標１．公園で活動している方々 へのサポートと連携

あいの里公園・ 茨戸川緑地を活動の場としている「 カラカネイトトンボを守る

会」、「 各近隣町内会の活動」 との連携を図りサポートすることで公園利用の輪を

広げていきます。

事業目標２．安全で安心な公園

・ ジョギングコース、散策路への飛び出し枝除去、路面状態の確認等の実施、

軽微な不具合については速やかに改善し安全を確保します、危険度の高い箇

所については危険箇所の表示を行い札幌市と協議します。

・ 救急箱を受付と管理事務所内にＡＥＤを設置し、スタッフ全員が（ 普通救命

講習を受講） 緊急時に対応します。

・ 常駐者による巡回を朝夕実施し危険箇所、危険行為がないかチェックします。

事業目標３．情報発信の迅速化

・ 広報担当者を配置し情報発信を迅速化します。

・ 札幌市が提供しているスポーツ施設の予約サービスの適正運用、ホームペー

ジ、ブログを活用し公園の近況を発信します。

・ 掲示板を設置し、利用者の声（ アンケート）、苦情及び対処について公表し

ます。

・ 管理事務所にパンフレット置き場を設置し、他の施設や町内会の情報を紹介

します。

・ 管理事務所内に、当公園・ 緑地に生息している野鳥の写真を掲示し撮影箇所、

時期等の情報を発信します。
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事業目標４．公園・ 緑地の育成

・ 茨戸川緑地の樹木は、比較的小さく 若いため、折れ枝除去等の手入れを行い

ます。

・ 草刈作業では苗木を傷めないよう注意を喚起し、作業前にミーティングを行

います。

・ 劣勢な樹木（ 密集している場所） は出来るだけ排除します。但し、あいの里

公園の樹木については札幌市と協議します。

事業目標５．ボランティア活動の実践と育成

・ 札幌市民の参加によるボランティア教育を一歩進めた実践プログラムと新た

なボランティア獲得のためのボランティア通信や入門セミナーにより現在活

動のボランティアとの交流や継続によりボランティアインタ— プリタ－の育

成を行います。

また、公益財団法人札幌市公園緑化協会との「 指定管理公園における市民

協働の推進に係る連携協定」 を締結し公園における市民協働の活動を活性化

して行きます。
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（ ２） 平等利用の確保に向けた考え方と取組

平等利用確保の考え方

前序の基本方針で述べた通り、「 利用されるすべての人々 は平等です。」 の考え方は、住民

の福祉増進を目的とした、地方自治法(第２４４条)の規定を遵守し、「 正当な理由がない限り、

施設の利用を拒んではならない」、「 不当な差別をしてはならない」 の原則を遵守し、利用者

の声に耳を傾け公平性を保ちます。

平等利用確保の方針

公園・ 緑地は一般の方々 が自由に使用できる公共施設です。障害者、大人、子供、言葉の

違い、宗教の違い等様々 な人々 が、憩いの場、レクレーションの場、スポーツの場として利

用されます。これら全ての人々 に対し、施設、スタッフが平等に対応し、有益な気持ちをも

っていただけるような管理運営を行っていきます。

平等利用取組

・ 当施設の基本方針を管理事務所内に掲示し、平等利用を明示します。

・ 札幌市が提供しているスポーツ施設の予約サービスの取り扱いについては札幌市の指示に

従い適正な運用を行います。

・ 公園に関係する全てのスタッフへのマナー教育を徹底し、平等な接客を行います。特にパ

ークゴルフ場の受付、管理事務所の管理スタッフには、マナーのほか接遇教育により相手

への気遣いを持たせます。

・ ホームページ内のブログにより公園の最新情報を常に発信し、お客様からのご意見、ご要

望を受け返答し、又それを公園の掲示板に個人情報保護法を守り公表します。

・ 各施設での悪質な行為、破壊行為等については厳重に対処し再発防止策を講じます。

・ 国際化に対処すべく 主要な看板類については英語、中国語、韓国語等の多言語化を進めて

行きます。

・ 現在当施設はバリアフリー化されていますが、巡視、点検により不具合箇所を発見した場

合は速やかに改善します。

所長の役割

所長を統括責任者とし、受付、接遇、広報等の公平性・ 平等性を毎月チェックします。又、

平等利用に反する行為が発見されれば、直ちに改善していきます。
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（ ３） 地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進に向けた基本的な考え方等

基本的な考え方

私たちは化石燃料を消費し、現在の文化的な生活を維持してきました。しかし、化石燃料

を燃焼させた際発生する二酸化炭素と、エアコン、冷蔵庫等から発生するフロンガスが、地球

を破壊し温暖化させているという研究発表以来、各国はその防止策を講じて来ましたが成果は

思うように出ていません。日本においても同様な結果でしたが、東日本大震災以後エネルギー

問題、特に電力に対する考え方がクローズアップされ、企業、家庭に於いても節電をすること

が常識になり、個人が真剣にエネル

ギーについて考えるようになりまし

た。又、電力も化石燃料、原子力主

流から少しずつ自然エネルギーに代

わりつつあり、又、その多様化も進

められています。茨戸川緑地は太陽

光発電を主流としたエコ緑地です。

芝生灌水用ポンプ、管理事務所の電

源の一部は太陽光発電でまかなって

います。

当グループの代表である四宮造園では、ISO14001 を取得し環境に関する取り組みをより

積極的に行っていきます。私たちは地球温暖化防止の為、又、環境に配慮する為に今ある施設

を最大限に活用し、さらに電力、水、燃料作業効率、資源再利用を常に意識し管理運営を行っ

ていきます。
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エネルギー管理

・ 電力、水、ガス等作業用燃料の使用量を毎月集計し、統計を取り分析改善を行いながら、

節約に努め使用量を削減していきます。

・ 計画的な工程管理で無駄を無く し、消費燃料の削減を図ります。

・ 通勤車両、管理車両のアイドリング、空ふかしを禁止し適正速度での走行を奨励し消費

燃料の削減を図ります。

・ 室内での効率的な暖房器具の使用による消費燃料の削減を図ったうえで、服装や温度設

定を適切に行い、電力使用量を節減します。

・ 札幌市と協力しながら、照明器具の長寿命化を図りＬＥＤへの転換を進めています。

・ 冬季間使用されない部分の公園灯を消灯して節電します。

・ 水道蛇口の水量調節を行い、水道使用量を節減します。

・ 管理事務所においては、昼休み時間の消灯、ＯＡ機器の節電を行います。

・ 不要な電力を消費しないよう、超過労働時間を削減していきます。

・ 省エネルギーに係る業務計画として、管理業務の開始後速やかに札幌市に提出するほか、

毎年度、報告書類を提出します。

・ 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準（ 平成21 年3 月31 日

経済産業省告示第66 号） に規定する各管理標準を遵守します。

環 境 配 慮

・ 公園維持管理で発生する伐採木はチップ化し、落ち葉は堆肥化を行い、市民に還元しま

す。

・ 在来種の保全の為に外来種を確認した場合は駆除を行います。

・ 地域の自然、植生、生物等に係る環境教育の普及・ 啓発に努めます。

・ 外来生物問題の正しい理解を得られるよう普及啓発していきます。

・ 自主事業を通じてボランティア団体と連携しながら、環境活動、環境学習を行っていき

ます。

・ エネルギー管理と環境配慮を通して温室効果ガス排出量を削減していきます。

・ ごみ排出量を減量し、リユース、リデュース、リサイクルの3Ｒに努めます。

・ 清掃に使用する洗剤等は、環境配慮製品を使用し、積極的な節約に努めます。

・ 自動車等については、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストッ

プの実施など環境に配慮した運転に心がけます。又、タイヤの空気圧を適切に保ち日頃

から車両点検を行います。又、不要な荷物を積載しないよう努めます。

・ 管理業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力指定品を導入

します。
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・ 高耐久性の製品や、消耗部品の少ない製品を選定します。

・ 輸送による環境負荷を考慮し、地域の製品を優先して購入します。

・ 照明器具を定期的に清掃します。

・ コピー用紙の裏面利用を行い、両面コピーを推進します。

・ 業務に係る従業員に対し、環境マネジメントに関する研修を行います。

・ 業務に係る環境法令を確実に遵守できる体制を確立します。

・ 施設の電力については、特別な事情がない限り、札幌市の電力の調達に係る環境配慮要

綱で定める「 環境配慮評価基準」 を満たす小売電気事業者より調達し、可能な限り再生

可能エネルギー電気の調達に努めます。
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２ 統括管理業務の実施内容

(1) 管理運営組織の確立

ア． 責任者の配置、組織の整備

◎ 統括管理責任者の配置に関する基本的な考え方

統括管理責任者は、管理運営業務の基本方針を実現するために、組織のトップに有り各業

務間及び対外機関との協議等について一元的に対応します。

お客様からの苦情処理や業務へのアイデア等を含め、職員への指揮命令系統を統率し、管

理運営をスムーズに行えるようにします。

その資質としては、「 目標設定力」「 感受性」「 柔軟性」「 判断力」 に優れ、職員を統率して

いく うえで豊富な実務経験を有する者を統括責任者として、現在就任している者を選任しま

す。

◎ 組織編制に当たっての基本的な考え方

組織編成に当たっては、各業務内容に適した人材を配置し、業務間の連携と情報を共有し、

不測の事態に対応できる組織に編成します。当グループは四宮造園、北海道造園コンサルタ

ント、東洋実業の３社による業務分担で構成します。

◎ 運営体制と業務分担

統括管理責任者をはじめとし私たちグループに在籍する公園管理のエキスパート、（ 1 級

造園施工管理技士・ 農薬指導士・ 造園技能士・ 遊具の日常点検講習受講者等）、清掃や警備

のエキスパートによる維持管理、公園施設製品整備技士（ 外部スタッフ） 等により質の高い

管理運営サービスを提供します。

業務分担

・ 四宮造園

総合管理業務及び維持管理業務

・ 北海道造園コンサルタント

イベント運営及び維持管理業務

・ 東洋実業

ＰＧ受付業務、機械警備及び門扉の開閉を含む警備業務。
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◎ 指揮命令系統

・ 入金、支払い
・ 通帳管理
・ 収支報告書作成ほか経理

業務全般

事務・ 経理

本社事務職員

・ 当業務をバックアップ

本社緊急時対策

安全衛生管理者

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

・ ＰＧグリーンキーパー

・ コース案内

・ 各ＰＧ大会サポート

・ 苦情受付・ 処理

・ ほか公園維持管理業務全般

係員

・ 公園維持管理業務

・ 掲示板・ チラシ作成

・ アンケート実施・ 分析

・ 各ＰＧ大会サポート

・ 事前学習・ 体験等のサポート

情報担当員

・ 管理事務所内清掃（ トイレ含む）・

管理

・ 公園・ 緑地の案内

・ 自然学習・ 体験のガイド・ 企画

・ ほか管理事務所内業務全般

管理事務所受付

・ 有料施設受付

・ ＰＧ受付・ 券売

・ クラブ等貸出

・ 利用状況取りまとめ

・ 各ＰＧ大会サポート

・ 現金取扱

・ 苦情受付・ 処理

・ ほかＰＧ受付業務全般

ＰＧ受付

・ 機械警備

・ 門扉開閉

・ 緊急時対応

・ ほか警備業務全般

警備

・ あいの里公園・ 茨戸川緑地草刈

・ 井水ポンプの点検・ 整備

・ 遊具・ 照明灯の点検・ 整備

・ 防火備品の点検・ 整備等

外部委託

報告

指示
・
連絡

指示
・

連絡

報告

連絡

報告

・ 発注者及び外部関係者と

の協議・ 調整

・ 組織内部の調整・ 融和

・ 業務全般の指揮

・ 苦情処理

・ 現金の取り扱い等

統括管理責任者

・ 統括管理責任者の代理

・ 公園維持管理業務

・ 自然学習ガイド・ 体験等

の情報発信全般

副統括管理責任者
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◎ 緊急時対応

全スタッフは新規採用時、緊急時対応についての講習を実施するほか、以下の４項目につ

いては対処フロー図を管理事務所内に掲示し速やかに対応できる体制をとります。

落ち着いて

深呼吸をしましょう

あなたは今どのような状態におかれていますか？

１、 事故・ 自然災害が起こった

２、 倒れている人がいる

３、 スズメバチに刺された

４、 落雷の危険性がある
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事故災害発生時連絡体制（ 緊急時連絡体制）

連絡体制については、安全教育としてスタッフ全員に周知徹底し、対応の方法は

以下の通り行います

事故・ 災害

発生

建設局

（ 下水道）

水道局

北電

NTT

（ 電話）

北ガス

当事者の

家族

救急車

救急病院

消防署

警察署

札幌市

労働基準監督署

報告

指示

北区

土木センター

あいの里公園
茨戸川緑地管理事務所

統括管理責任者

①事故・ 災害発生現場被災者状況確認

②救急車又は消防車の出動要請

③本社へ連絡・ 対応要請

④札幌市へ連絡

⑤被災者家族へ連絡手配

⑥現場記録書類作成

⑦各調査の記録

現場の復旧・ 事故原因調査

事故報告書の作成と提出

グループ各会社

スタッフ

※救急車要請の必要がない場合

①被災者搬送

②被災者家族へ連絡

③被災者家族の対応

※被災者本人に意識があり軽微な症

状の場合であっても病院に搬送し、

搬送者は診断結果を報告する。

作業を中止し、応急処置の協力

①現場の確保・ 作業中止の連絡

②二次災害の併発防止措置

③救急車搬送の同伴者に指示

④見張り人配置

⑤事故・ 災害記録

⑥提出書類準備

㈱ 東 洋 実 業

①統括管理責任者の補佐

㈱北海道造園コンサルタント

㈱ 四 宮 造 園

速 や か な

状況判断
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JRC（ 日本版） ガイドライン（ G2015） に対応し、札幌市による「 とっさの時の救急ガイ

ド」（ 令和3 年3 月更新） に準拠して、感染症を考慮した心肺蘇生を行います。
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あいの里地区仕様（ アレルギー検査未検者）

スズメバチに刺れた！

深呼吸して気持ちを落ち着かせる

ハチのいないところまで退避する

その場で足を高く して仰向けに寝かせる

ボタンをゆるめ胸を開ける

チェックリスト に基づき危険な状況であれば する迷わず１ １ ９ 番通報

本社・ 支店に電話し、 社長・ 部長に伝わるようにする

被災者の症状の確認をチェックリスト に基づき行う

軽いショ ック状況 中程度以上のショ ック状況

状況を見て症状が落ち着いて 救急車の到着を持つか

いれば入院施設のある病院に で救急車とド仰向けの状態

搬送する ッキングできる場所まで被

但し、 症状が急変する可能性 災者を搬送する

があるので救急車を呼ぶ方が

望ましい

本社の対応

・ 連絡を受けた者は状況を把握して担当者を現場に急行させる
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天気予報で雷注意報が発令されている。・・・・・・落雷の心構えをしておく。

・積乱雲、積雲などの入道雲が発生した。

・急に冷たい強風が吹き始めた。

ＡＭラジオのスイッチを入れる

雷鳴は１０Ｋｍ先から
電波雑音は５０Ｋｍ先から聞こえる。

雷 鳴 が 聞 こ え だ し た

１０Ｋｍ以内に雷雲あり

（３０秒で約１０Ｋｍ）

雷光は見えない雷光が見える
危険な状態

・拡声器及びサイレンを使い落雷の危険を知らせる。

・速やかに安全な場所に誘導する。

・拡声器及びサイレンを使い、雷接近を知らせる。

・プレー・行事・イベントの中断を呼びかける。

雷や稲妻が去っても３０分以内は危険

３０分程度状況を見てプレー再会を決定

雷鳴が収まった


